
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

三
三
五

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
よ
る
要
措
置
区
域
を
解
除
す
る
件

三
三
五

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件
二
件

三
三
六

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

三
三
六

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
二
件

三
三
六

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件

三
三
七

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

三
三
七

規

則

福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
六
十
一
号

福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
福
島
県
規
則
第
二
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
同
項
第
十
八
号
」
を
「
同
項
第
十
九
号
」
に
、
「
同
項
第
三
号
ロ
又
は
ハ
」
を

「
同
項
第
三
号
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
貸
付
け
に
係
る
貸
付
額
は
、
当
該
整
備
資
金
の
額
」
の
下
に
「
（
別
表
の
三
の

項
又
は
五
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
組
合
員
等
で
あ
る
特
定
中
小
事
業
者
、
企
業
組
合
又
は
協
業
組

合
に
貸
付
け
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
者
の
負
担
額
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
第
四
号
を
第
五
号

と
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え

る
。一

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
高
度
化
事
業
に
係
る
普
通
貸
付
の
う
ち
別
表
の
一
の
二
の
項
に
掲

げ
る
事
業

第
四
条
第
三
項
中
「
〇
・
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
項
第
十

号
中
「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
一
項
」
に
、
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

る
。別

表
の

の
項
中
「第

６
条
第
２
項

」
を
「第

８
条
第
２
項

」
に
、
「第

41条第
１
項

」
を
「第

49

12

条
第
１
項

」
に
改
め
、
別
表
の

の
項
及
び

の
項
中
「第

15条第
１
項
第

18号

」
を
「第

15条第
１

13

14

項
第

19号

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の

の
項
の
改
正
規
定
（
「第

６
条

12

第
２
項

」
を
「第

８
条
第
２
項

」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る

小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
九
十
五

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施

行
の
日
以
後
の
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
た
資
金
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
経
営
金
融
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該

汚
染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
の
指
定
を
次

の
と
お
り
解
除
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

伊
達
郡
川
俣
町
字
川
原
田
四
一
番
一
、
四
二
番
及
び
五
七
番
一
の
各
一
部

二

指
定
を
解
除
す
る
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施

行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
土
壌
含
有
量
基
準
（
同
条
第
二
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
し
て
い
な

か
っ
た
特
定
有
害
物
質
（
土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
害
物
質
を
い
う
。
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以
下
同
じ
。
）
の
種
類

１

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
又
は
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

２

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

な
し

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
特
定
有
害
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
土
壌
の
掘
削
除
去

（
水
・
大
気
環
境
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
阿
武
隈

川
上
流
土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
六
年
六
月
六
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、

同
年
七
月
八
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
宮

川
土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
六
年
六
月
十
一
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同

年
七
月
八
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
三
四
九
号

伊
達
市
保
原
町
柱
田
字
平
一
六
二
番
二

平
成
二
六
年
七
月
一
七
日

地
先
か
ら

同

市
保
原
町
字
大
田
六
九
番
三
地
先

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
二
百
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
五
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
く
し
ま
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

馬
場

寛
朗

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
笹
谷
字
桜
水
四
十
五
番
地
の
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
他
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
地
域
社
会
活
動
団
体
等
と
連
携
し
て
、
少
子
・
高

齢
社
会
に
対
応
し
た
保
健
・
医
療
・
福
祉
、
ま
ち
づ
く
り
、
農
山
漁
村
地
域
振
興
、
災
害
救
援
、
経

済
活
動
の
活
性
化
等
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
活
性
化
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
二
百
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
六
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｄ
Ｏ
ふ
く
し
ま

三

代
表
者
の
氏
名

横
田

智
史

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
方
木
田
字
北
白
家
五
番
地
の
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
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こ
の
法
人
は
、
子
育
て
に
関
わ
る
す
べ
て
の
一
般
市
民
に
対
し
て
、
子
育
て
支
援
に
関
す
る
事
業

や
子
ど
も
の
育
成
を
支
え
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
子
ど
も
の
健
全

な
育
成
と
子
ど
も
及
び
子
育
て
親
の
多
様
性
を
認
め
合
い
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
活
気
あ
る
暮
ら
し
を

送
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
二
百
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
久
地
区
に
係
る
県
営
基
幹
農
道
整
備
事
業
の
工
事
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日
完
了
し
た
の

で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
二
百
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
本
松
市
か
ら
二
本
松
本
宮
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し

の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）


